
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 2 0 7

件 名 等 現年発生公共災害復旧事業　詳細設計（普通河川国見川外）業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区高倉字前畑地内外

種 類 業務委託
約

路線延長　L=1.20km

測量業務　N=1.0式
内

設計業務　L=1.20km

概 要
容

株式会社日建
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　菅野　真功

方 南相馬市　原町区高見町二丁目１４４番地６
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、令和元年度東日本台風及び10月25日豪雨により被災した箇所の復旧工事のための必要な調査、測量

、設計を行い、必要な設計図面、数量計算書等の作成を行うことを目的とする。

　当該業者は、令和元年東日本台風及び10月25日の大雨により被災した箇所の災害査定申請資料の測量業務を行
随

っていることから、現場に精通しており効率的な業務、早期に完成できるのは当該業者のみのため随意契約する

ものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 2 0 8

件 名 等 現年発生公共災害復旧事業　詳細設計（普通河川山崎川外）業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区上栃窪字山崎地内外

種 類 業務委託
約

路線延長　L=0.97km

測量業務　N=1.0式
内

設計業務　L=0.97km

概 要
容

株式会社福建コンサルタント
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　木幡　俊一

方 南相馬市　原町区日の出町５２８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務については、令和元年度東日本台風及び10月25日豪雨により被災した箇所の復旧工事にかかる調査、測

量、設計業務であり、詳細設計を早期に実施する必要がある。

　業務履行に当たっては災害復旧の専門知識を有し、災害復旧関連の履行実績があり確実な履行が見込まれると
随

ともに、早期着手が可能な当該業者と随意契約とするもの。

意
　なお、契約の相手方となる（株）福建コンサルタントについては、市内業者であり、早急な着手が可能である

とともに、災害復旧関連の受注実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するもの契
である。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 2 0 9

件 名 等 現年発生公共災害復旧事業　詳細設計（西41号線1号橋）業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区上栃窪字萩平地内

種 類 業務委託
約

路線延長　L=0.03km

測量業務　N=1.0式
内

地質調査　N=1.0式

設計業務　L=0.03km
概 要

容

株式会社千代田コンサルタント　南相馬営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　赤木　恵

方 南相馬市　原町区高見町二丁目１５番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、令和元年度東日本台風及び10月25日豪雨により被災した箇所の復旧工事のための必要な調査、測量

、設計を行い、必要な設計図面、数量計算書等の作成を行うことを目的とする。

　当該業者は、令和元年東日本台風及び10月25日の大雨により被災した箇所の災害査定申請資料の測量業務を行
随

っていることから、現場に精通しており効率的な業務を行い、早期に完成できるのは当該業者のみのため随意契

約するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 2 1 1

件 名 等 小高区子どもの遊び場建設工事監理業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区関場一丁目地内

種 類 業務委託
約

監理業務

内
小高区子どもの遊び場　新築

・木造　２階建て　延べ面積：988.60㎡
概 要

付属建物（駐輪場）容
・アルミ　平屋建て　延べ面積：11.64㎡

外構工事

遊具設置工事

株式会社楠山設計
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　島田　俊雄

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町三丁目３番１６号オー・エックス芭蕉の辻ビル
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、小高区子どもの遊び場建設工事の工事監理業務である。当該業者は当該工事にかかる設計業務を行

っており、対象施設の設計内容を熟知している。

　このため、より的確かつ迅速な監理業務を行うことが出来るのは当該業者のみであることから随意契約するも
随

のである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　こども未来部こども家庭課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 2 1 2

件 名 等 小高診療所建設実施設計業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区東町三丁目地内

種 類 業務委託
約

・実施設計業務

　　小高診療所
内

　　　診療所新築

　　　　木造　平屋建て
概 要

　　　　Ａ≒４４０㎡容
　　　外構設計を含む

　　　　敷地面積≒５，５００㎡

株式会社内田建築設計事務所
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　佐藤　孝夫

方 福島県　福島市　中町９番２２号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は南相馬市立総合病院附属小高診療所の新築に伴う実施設計業務である。上記業者は、本業務の前段に

おいて基本設計を行っており、医療機関としての特殊な施設・設備を十分に熟知していることから、設計の趣旨

を踏まえ的確かつ迅速な設計業務を履行することが見込めるのは当該事業所のみのため、地方自治法施行令第１
随

６７条２第１項第２号により随意契約としたい。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総合病院総合病院総合病院附属小高診療所事務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 2 7 6

件 名 等 水道給配水施設管理台帳作成（原町区内）業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区牛越地内外

種 類 業務委託
約

給配水施設管理台帳作成（原町区）

　マッピングデータ補正　　1式
内

　補正属性情報入力　　　　1式

　ファイリングデータ構築　1式
概 要

容

フジ地中情報株式会社　東北支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　佐々木　尉浩

方 宮城県　仙台市　泉区八乙女一丁目１番地の１３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、水道施設管理を行っている既存マッピングシステムのデータ更新とメンテナンスを実施するものであ

り、このシステムを開発した当該業者のみが更新作業等を実施することができることから、当該業者と随意契約

したい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 2 8 2

件 名 等 農業用水利施設等除草（小高区）業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区区内一円　地内

種 類 業務委託
約

草刈業務　　A=327,435㎡

　　　　農道　　　　　　　26,740ｍ×３m×2回　　　　　A=160,440㎡
内

　　　　農業用用水施設（頭首工、ため池、揚水機場）　　A= 76,995㎡

概 要
容

南相馬市復興事業協同組合
名 称

相

手 代 表 者 理事長　石川　俊幸

方 南相馬市　原町区橋本町四丁目４３番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、主に機械による農道等の除草を行うものである。現在作業員の確保が困難な中で南相馬市復興

事業協同組合には30社が加入し作業員の確保ができている。また、市内全域の農道等の状況を把握しており、市

からの業務に十分対応できる。これらのことから本業務を遂行できるのは当該組合のみであるため随意契約とす
随

る。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 2 8 4

件 名 等 水道管路情報管理システム構築（ヴァージョンアップ）業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区牛越地内外

種 類 業務委託
約

水道管路台帳システム構築（ヴァージョンアップ）

　計画準備　　　　　　　N=１式
内

　共通データ整備　　　　N=１式

　セットアップ・納品　　N=１式
概 要

　ソフトウェア　　　　　N=１式容

フジ地中情報株式会社　東北支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　佐々木　尉浩

方 宮城県　仙台市　泉区八乙女一丁目１番地の１３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、水道施設管理を行っている既存マッピングシステムのヴァージョンアップとメンテナンスを実施する

ものであり、このシステムを開発した当該業者のみが更新作業等を実施することができることから、当該業者と

随意契約したい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 2 9 0

件 名 等 大谷浄水場ＰＡＣ・苛性ソーダ注入機保守点検業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区大谷字西山地内

種 類 業務委託
約

【ＰＡＣ・苛性ソーダ注入機保守点検業務】

ＰＡＣ注入機　　　３台
内

苛性ソーダ注入機　３台

概 要
容

日機装株式会社　東日本支社　北日本営業グループ
名 称

相

手 代 表 者 リーダー　工藤　晃久

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町３－７－２３明治安田生命仙台一番町ビル５階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、ＰＡＣ・苛性ソーダ注入機の分解・清掃及び劣化部品の交換を行い、本装置の機能を維持し円滑に稼

働させるためのものである。

　点検対象機器は当該業者の製品であり、点検にはメーカー独自の技術力が必要であることから、当該業者と随
随

意契約とするものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 3 0 3

件 名 等 小高水道施設　除草業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区吉名字岩屋堂　地内外

種 類 業務委託
約

水道施設除草　３回（樹木剪定作業含む）

内

概 要
容

南相馬市復興事業協同組合
名 称

相

手 代 表 者 理事長　石川　俊幸

方 南相馬市　原町区橋本町四丁目４３番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務委託は、水道施設環境を維持し円滑な運用を図るため、施設の除草・樹木剪定業務を実施しようとするも

のである。

現在作業員の確保が困難な状況の中で、南相馬市復興事業協同組合は30社が加入し、作業員の確保が出来ること
随

と、また市内全域の水道施設等状況を把握しており、市からの業務に充分対応出来ることなど、本業務を遂行出

来るのは、上記組合のみであるため随意契約とするものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 3 2 4

件 名 等 現年発生公共災害復旧事業詳細設計（市道押釜馬場線外）業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区押釜字越田地内外

種 類 業務委託
約

路線延長　L=0.57km

測量業務　L=0.57km
内

設計業務　L=0.57km

概 要
容

株式会社千代田コンサルタント　南相馬営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　赤木　恵

方 南相馬市　原町区高見町二丁目１５番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、令和元年度東日本台風及び10月25日豪雨により被災した箇所の復旧のための必要な調査、測量、設計

を行い、必要な設計図面、数量計算等の作業を行うことを目的とする。

当該業者は、令和元年東日本台風及び10月25日の大雨により被災した箇所の災害査定申請資料の測量業務を行っ
随

ていることから、現場に精通しており効率的な業務、早期に完成できるのは当該業者のみの為、随意契約とする

ものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 3 2 5

件 名 等 道路維持管理事業（鹿島区）カーブミラー点検調査業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区西町１丁目地内外

種 類 業務委託
約

カーブミラー点検調査業務委託

内
・計画準備　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝１式

・現地点検調査　　　　　　　　　　　　Ｎ＝４００基
概 要

・点検データ作成　　　　　　　　　　　Ｎ＝４００基容
・台帳データ作成　　　　　　　　　　　Ｎ＝４００基

・管理システム及びデータセットアップ　Ｎ＝１式

有限会社ワイアンドケー
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　山田　祐行

方 宮城県　仙台市　宮城野区新田四丁目１５番３３号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、道路利用者の事故防止や安全かつ円滑な道路交通を確保することを目的とし、現在保有のカーブミ

ラーの点検調査等を実施するとともに、既に導入している防犯灯管理システムへのデータ反映を行うことで、位

置情報や属性データ等を一元管理し、適切な維持管理や計画的な修繕等の効率化を図るものである。
随

　本業務においては、防犯管理システムとの統合及び一元管理が必要であることから、当該システムを構築し、

専門的知識を有する当該業者と随意契約をするものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 3 2 6

件 名 等 防犯灯維持管理事業（鹿島区）　防犯灯台帳システムデータ更新業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区西町1丁目　地内外

種 類 業務委託
約

防犯灯台帳システムデータ更新

　計画準備　Ｎ＝１．０式
内

　防犯灯位置ﾃﾞｰﾀ確認修正　Ｎ＝１２００基

　防犯灯属性データコンバート処理　Ｎ＝１２００基
概 要

　防犯灯データセットアップ　Ｎ＝１．０業務容

有限会社ワイアンドケー
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　山田　祐行

方 宮城県　仙台市　宮城野区新田四丁目１５番３３号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

鹿島区内に設置している防犯灯台帳管理システムにおいて、現在使用している地図データが２００４年版を使用

しており、経年変化と震災による住宅建築等により大幅な現状との相違が出ており、現地確認や管理に支障をき

たしているため、今回令和元年度に設置した２０１８年度版のシステムに地図データを更新し各区システムを統
随

一し運用を図りたい。

　本委託は当該業者が製造・設置したシステムのデータ更新業務であり、専門的知識を有する製造・設置業者で意
しか履行できないため。当該業者と随意契約するもの。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 3 4 1

件 名 等 帰還再生加速　市道等除草業務委託

契 履行場所 南相馬市　原町区　小浜　地内外

種 類 業務委託
約

除草業務（原町区２５路線、小高区６２路線）

内
　延　長　Ｌ＝１１７，３８１．１ｍ

　草刈り　Ａ＝６５７，９４８．９㎡
概 要

容

南相馬市復興事業協同組合
名 称

相

手 代 表 者 理事長　石川　俊幸

方 南相馬市　原町区橋本町四丁目４３番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本委託は、主に機械（ハンマーナイフモア）による市道等の除草を行うものであり、現在作業員の確保が困難

な状況の中で、南相馬市復興事業協同組合は３０社が加入し、作業員の確保が出来ることと、また市内全域の市

道等の状況を把握しており、市からの業務に充分対応が出来ることなど、本委託を遂行できるのは、当該業者の
随

みであるため、随意契約とするものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 4 3 7

件 名 等 上真野小樹木・記念碑等移設業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区浮田字一町田地内

種 類 業務委託
約

庭園部撤去復旧整備

・植栽工　一式
内

・敷地整備工　一式

概 要
容

後藤建設工業株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　後藤　英之

方 南相馬市　鹿島区岡和田字沢田８８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本工事は、福島県相双建設事務所発注の道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）に伴う県道相馬浪江線・

鹿島日下石線の交差点整備・新設歩道工事による学校敷地内の復旧工事である。

　当該業者は、現在施工中である道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）の実施業者であり、本工事と施工
随

範囲が重なるほか、双方の工事管理においても迅速な対応が可能であるため、当該業者と随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 4 5 2

件 名 等 南相馬市大規模乾燥調製貯蔵施設整備事業（小高区岡田）建設工事監理業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区岡田字山田地内

種 類 業務委託
約

工事監理業務委託

　大規模乾燥調製貯蔵施設
内

　　建設工事　一式

　　・機械棟　S造　２階建て　Ａ＝1,595.05㎡　他
概 要

　　・貯留ビン（工作物）　　 Ａ＝897.77㎡容
　　製造請負工事　一式

　　　荷受設備、貯蔵乾燥設備、精選設備、籾摺出荷設備、大豆調製設備　他

全国農業協同組合連合会福島県本部
名 称

相

手 代 表 者 県本部長　猪股　孝二

方 福島県　福島市　飯坂町平野字三枚長１番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は農業用乾燥調製貯蔵施設建設及びその付帯設備整備にかかる施設建築監理業務であり、農業分野にお

ける特殊施設の専門的知識と同種監理の実績等を必要とするものである。

　当該業者は、建屋建設及び設備整備の両方の専門的知識を有し、相双地区内においても直近3年以内に同種監
随

理業務の実績があるとともに、南相馬市入札参加資格登録業者のうち、本業務において適切かつ確実な履行が見

込める唯一の業者であることから、当該業者と随意契約とするもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。
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